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(57)【要約】
【課題】ナノファイバの分布が均一なナノファイバ層を備えたナノファイバシートを提供
すること。
【解決手段】本発明のナノファイバシートは、基材層と、該基材層に積層され且つナノフ
ァイバを含むナノファイバ層とを備えている。基材層が通気性を有し、且つ該基材層のＪ
ＩＳ　Ｌ１０９４に規定される半減期測定方法で測定される初期帯電圧が０．３ｋＶ以下
である。基材層には多数の開孔が形成されていることが好ましい。また、基材層としては
メッシュシートが好ましい。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材層と、該基材層に積層され且つエレクトロスピニング法によって形成されたナノフ
ァイバを含むナノファイバ層とを備えたナノファイバシートであって、
　前記基材層のＪＩＳ　Ｌ１０９４に規定される半減期測定方法で測定される初期帯電圧
が０．３ｋＶ以下であるナノファイバシート。
【請求項２】
　前記基材層に、多数の開孔が形成されている請求項１記載のナノファイバシート。
【請求項３】
　前記基材層がメッシュシートである請求項１又は２記載のナノファイバシート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ナノファイバを含むナノファイバシートに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ナノファイバは、例えば、ナノサイズ効果を利用した高透明性等の光学特性が要求され
る分野に応用されている。一例として、ナノファイバの直径を可視光の波長以下にするこ
とで、透明なファブリックを実現できる。また、ナノファイバの直径を可視光の波長と同
じにすることで、構造発色を発現させることができる。また、高い比表面積効果を利用し
て、高吸着特性や高表面活性が要求される分野や、高い分子配列効果を利用して、引張強
度等の力学的特性や高電気伝導性等の電気的特性が要求される分野でも検討がなされてい
る。このような特徴を有するナノファイバは、例えば単繊維として用いられるほか、集積
体（ファブリック）や複合材としても用いられている。
【０００３】
　ナノファイバの応用例として、エレクトロスピニング法により紡糸されたナノファイバ
と繊維構造体からなる複合繊維構造体が提案されている（特許文献１参照）。この繊維構
造体は、ＪＩＳＫ６２７１リング法測定による表面抵抗率が１０3～１０12Ωの不織布、
織物、編物から選択される。同文献の記載によれば、低強度や極細繊度のため従来取扱い
が難しかった、低目付けのナノファイバの集積体（ナノファイバ層）を、繊維構造体に密
着させることができ、これにより、同文献に記載の複合繊維構造体は、ナノファイバ層が
繊維構造体から剥離し難く、フィルター用盧材、医療用組織培養支持体、燃料電池用電解
質膜支持体、アルカリ系二次電池、非水系二次電池セパレーター等として好適であるとさ
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－３０３５２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ナノファイバを集積させてなるナノファイバ層においては、通常、ナノファイバがナノ
ファイバ層全体に均一に分布し、ナノファイバの分布にムラが無く、ナノファイバ層の厚
みが均一であることが望まれる。ナノファイバ層においてナノファイバの分布にムラがあ
ると、例えばナノファイバに美白効果を奏する機能剤（美白成分）が含まれている場合に
、その機能剤の分布にもムラが生じるため、そのようなナノファイバ層を肌に付着させて
用いても、美白効果が安定して得られないおそれがある。また一般に、ナノファイバの分
布にムラの無いナノファイバ層の方が、該分布にムラのあるものよりも外観が良好である
。
【０００６】
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　しかしながら、ナノファイバの分布にムラの無いナノファイバ層を安定して供給しうる
技術は未だ提供されておらず、特に、低目付けのナノファイバ層においてナノファイバの
分布にムラを生じさせないようにすることは困難であった。特許文献１に記載されている
ように、ナノファイバ層が積層される基材層の表面抵抗率を特定範囲に設定しても、その
ようにして得られるナノファイバ層は、特に低目付けの場合に、ナノファイバの分布にム
ラが生じていた。
【０００７】
　本発明の課題は、ナノファイバの分布が均一なナノファイバ層を備えたナノファイバシ
ートを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、基材層上にエレクトロスピニング法によって形成されたナノファイバ層
におけるナノファイバの分布について種々検討した結果、該基材層として、ＪＩＳ　Ｌ１
０９４に規定される半減期測定方法で測定される初期帯電圧が特定値以下の低帯電性基材
層を用いることにより、ナノファイバの分布が均一になることを知見した。
【０００９】
　本発明は、前記知見に基づきなされたもので、基材層と、該基材層に積層され且つエレ
クトロスピニング法によって形成されたナノファイバを含むナノファイバ層とを備えたナ
ノファイバシートであって、前記基材層のＪＩＳ　Ｌ１０９４に規定される半減期測定方
法で測定される初期帯電圧が０．３ｋＶ以下であるナノファイバシートを提供するもので
ある。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、ナノファイバの分布が均一なナノファイバ層を備えたナノファイバシ
ートが提供される。斯かる本発明のナノファイバシートは、ナノファイバの均一な分布に
起因して、外観が良好であり、また各種用途に好適に使用でき、例えばナノファイバに各
種機能剤を含有させた場合には、当該機能剤の作用による効果が安定的に得られる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、エレクトロスピニング法を実施するための装置を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下本発明を、その好ましい実施形態に基づき説明する。本発明のナノファイバシート
は、基材層と、該基材層に積層され且つナノファイバを含むナノファイバ層とを備えてい
る。
【００１３】
　ナノファイバ層は、ナノファイバのみから構成されていることが好ましい。尤も、ナノ
ファイバ層が、ナノファイバに加えて他の成分を含むことは妨げられない。ナノファイバ
は、その太さを円相当直径で表した場合、一般に１０～３０００ｎｍ、特に１０～１００
０ｎｍのものである。ナノファイバの太さは、例えば走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）観察に
よって１００００倍に拡大して観察し、その２次元画像から欠陥（ナノファイバの塊、ナ
ノファイバの交差部分、ポリマー液滴）を除き、繊維（ナノファイバ）を任意に１０本選
び出し、繊維の長手方向に垂直に線を引き、その繊維径を直接読み取ることで測定するこ
とができる。
【００１４】
　ナノファイバの長さは本発明において臨界的でなく、ナノファイバの製造方法に応じた
長さのものを用いることができる。また、ナノファイバは、ナノファイバ層において、一
方向に配向した状態で存在していてもよく、あるいはランダムな方向を向いていてもよい
。
【００１５】
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　ナノファイバ層の厚みは、その具体的な用途に応じて適切な範囲が設定される。ナノフ
ァイバシートを、例えばヒトの肌に付着させるために用いる場合には、ナノファイバ層の
厚みを５０ｎｍ～１ｍｍ、特に５００ｎｍ～５００μｍに設定することが好ましい。ナノ
ファイバ層の厚みは、接触式の膜厚計ミツトヨ社製ライトマチックＶＬ－５０Ａ（Ｒ５ｍ
ｍ超硬球面測定子）を使用して測定できる。測定時にシートに加える荷重は０．０１Ｎと
する。
【００１６】
　ナノファイバ層の坪量（目付け）も、その具体的な用途に応じて適切な範囲が設定され
る。ナノファイバシートを、例えばヒトの肌に付着させるために用いる場合には、ナノフ
ァイバ層の坪量を０．０１～１００ｇ／ｍ2、特に０．１～５０ｇ／ｍ2に設定することが
好ましい。
【００１７】
　尚、一般に、ナノファイバ層が低坪量（例えば坪量０．１ｇ／ｍ2、特に０．０５～３
．０ｇ／ｍ2）であると、ナノファイバが均一に分布せずにムラが生じやすくなるところ
、本発明においては、後述するようにナノファイバ層が積層される基材層として、ＪＩＳ
　Ｌ１０９４に規定される半減期測定方法で測定される初期帯電圧が特定値以下の低帯電
性基材層を用いることで、ナノファイバ層が低坪量であってもそのナノファイバの分布を
均一にし、ムラを生じさせ難くしている。
【００１８】
　ナノファイバ層において、ナノファイバは、それらの交点において結合しているか、又
はナノファイバどうしが絡み合っている。それによって、ナノファイバ層は、それ単独で
シート状の形態を保持することが可能となる。ナノファイバどうしが結合しているか、あ
るいは絡み合っているかは、ナノファイバ層（ナノファイバシート）の製造方法によって
相違する。
【００１９】
　ナノファイバは、高分子化合物を原料とするものである。高分子化合物としては、天然
高分子及び合成高分子のいずれをも用いることができる。この高分子化合物は、水溶性高
分子化合物でもよく、水不溶性高分子化合物でもよい。
【００２０】
　本明細書において「水溶性高分子化合物」とは、１気圧・２３℃の環境下において、高
分子化合物を１ｇ秤量したのちに、１０ｇのイオン交換水に浸漬し、２４時間経過後、浸
漬した高分子化合物の０．５ｇ以上が溶解する性質を有する高分子化合物をいう。
【００２１】
　また、本明細書において「水不溶性高分子化合物」とは、１気圧・２３℃の環境下にお
いて、高分子化合物を１ｇ秤量したのちに、１０ｇのイオン交換水に浸漬し、２４時間経
過後、浸漬した高分子化合物の０．８ｇ以上が溶解しない性質を有する高分子化合物をい
う。
【００２２】
　ナノファイバを構成する水溶性高分子化合物としては、例えばプルラン、ヒアルロン酸
、コンドロイチン硫酸、ポリ－γ－グルタミン酸、変性コーンスターチ、β-グルカン、
グルコオリゴ糖、ヘパリン、ケラト硫酸等のムコ多糖、セルロース、ペクチン、キシラン
、リグニン、グルコマンナン、ガラクツロン、サイリウムシードガム、タマリンド種子ガ
ム、アラビアガム、トラガントガム、大豆水溶性多糖、アルギン酸、カラギーナン、ラミ
ナラン、寒天(アガロース)、フコイダン、メチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロ
ース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース等の天然高分子、部分鹸化ポリビニルアルコ
ール（後述する架橋剤と併用しない場合）、低鹸化ポリビニルアルコール、ポリビニルピ
ロリドン（ＰＶＰ）、ポリエチレンオキサイド、ポリアクリル酸ナトリウム等の合成高分
子等が挙げられる。これらの水溶性高分子化合物は単独で又は２種以上を組み合わせて用
いることができる。これらの水溶性高分子化合物のうち、ナノファイバの調製が容易であ
る観点から、プルラン、並びにけん化度８０～９６mol％の部分鹸化ポリビニルアルコー
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ル、ポリビニルピロリドン及びポリエチレンオキサイド等の合成高分子を用いることが好
ましい。
【００２３】
　ナノファイバを構成する水不溶性高分子化合物としては、例えばポリビニルアルコール
（ナノファイバ形成後に不溶化処理できる完全鹸化ポリビニルアルコール、後述する架橋
剤と併用することでナノファイバ形成後に架橋処理できる部分鹸化ポリビニルアルコール
）、ポリ（Ｎ－プロパノイルエチレンイミン）グラフト－ジメチルシロキサン／γ－アミ
ノプロピルメチルシロキサン共重合体等のオキサゾリン変性シリコーン、ツエイン（とう
もろこし蛋白質の主要成分）、ポリエステル、ポリ乳酸（ＰＬＡ）、ポリアクリロニトリ
ル樹脂、ポリメタクリル酸樹脂等のアクリル樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリビニルブチラ
ール樹脂、ポリエチレンテレフタレート樹脂、ポリブチレンテレフタレート樹脂、ポリウ
レタン樹脂、ポリアミド樹脂、ポリイミド樹脂、ポリアミドイミド樹脂等が挙げられる。
これらの水不溶性高分子化合物は単独で又は２種以上を組み合わせて用いることができる
。これらの水不溶性高分子化合物のうち、安全性が高く入手しやすい、エチルアルコール
やイソプロピルアルコール等の溶媒に可溶である、等の観点から、ナノファイバ形成後に
不溶化処理できる完全鹸化ポリビニルアルコール、後述する架橋剤と併用することでナノ
ファイバ形成後に架橋処理できる部分鹸化ポリビニルアルコール、γ－アミノプロピルメ
チルシロキサン共重合体等のオキサゾリン変性シリコーン、水溶性ポリエステル、ツエイ
ン等を用いることが好ましい。
【００２４】
　ナノファイバは、上述の高分子化合物のみから構成されていてもよく、あるいは高分子
化合物に加えて他の成分を含んでいてもよい。そのような他の成分としては、例えば、架
橋剤、顔料、添料、界面活性剤、帯電防止剤、発泡剤等が挙げられる。架橋剤は、例えば
上述の部分鹸化ポリビニルアルコールを架橋して、これを不溶化する目的で用いられる。
顔料は、ナノファイバを着色する目的で用いられる。これら他の成分は、それぞれ、ナノ
ファイバ中に好ましくは０．０１～７０質量％含有される。
【００２５】
　本発明のナノファイバシートにおいて、ナノファイバ層は、基材層の上に直接積層され
ている。基材層は、ナノファイバ層に対して剥離可能に積層されていることが好ましい。
このような構成とすることで、ナノファイバ層を、例えばヒトの肌に付着させた後に、基
材層をナノファイバ層から剥離除去して、ナノファイバ層を、ヒトの肌に残すことが可能
になるという利点がある。したがって、ナノファイバ層と基材層との間には接着手段等を
はじめとする何等の層も設けられていないことが好ましい。基材層のナノファイバ層から
の剥離性を高める観点から、必要に応じ、基材層におけるナノファイバ層の積層面に、シ
リコーン樹脂の塗布やコロナ放電処理等の剥離処理が施されていてもよい。
【００２６】
　基材層は、通気性を有していることが好ましい。基材層が通気性を有していると、基材
層のナノファイバ層からの剥離性が向上し、例えば上述したようにナノファイバ層をヒト
の肌に付着させて用いる場合等に、基材層を該ナノファイバ層から剥離しやすくなる。尚
、通常、ナノファイバ層自体も通気性を有しているため、基材層が通気性を有していると
、該基材層及びナノファイバ層からなる本発明のナノファイバシートは、該シート全体と
しても通気性を有している。
【００２７】
　基材層が通気性を有していることは、例えば、ＪＩＳ　Ｐ８１１７（ＩＳＯ５６３６／
５－Ｐａｒｔ５に準拠）によって測定される通気度で判断することができる。通気度は、
１００ｍｌの空気が６．４２ｃｍ2の面積を通過する時間で定義される値である。通気度
が大きいことは、空気の通過に時間がかかること、即ち通気性が低いことを意味し、逆に
、通気度が小さいことは、通気性が高いことを意味している。このように、通気度の大小
と通気性の高低とは逆の関係になっている。通気性を有している基材層の通気度は、好ま
しくは３０秒以下、更に好ましくは２０秒以下である。通気度が３０秒を超える基材層は



(6) JP 2012-12711 A 2012.1.19

10

20

30

40

50

、通気性を有しているとは言えない。
【００２８】
　通気性を有している基材層としては、例えば、メッシュシート（繊維を織って作製した
もの、あるいは繊維を編んで作製したもの、あるいは押し出し成形により作製されたもの
）、開孔シート（シートに、該シートを厚み方向に貫通する開孔を多数形成したもの）、
紙、不織布等を用いることができ、これらの２種以上を貼り合わせてなる積層シートを用
いることもできる。開孔シートとしては、例えば、樹脂からなるシートに機械的手段によ
って多数の孔を形成したもの；樹脂と無機フィラーとの混合シートを延伸により界面剥離
させ、該混合シートに微孔を形成したもの；発泡成形による連続気泡を利用し微孔を連通
させたもの等が挙げられる。また、メッシュシート及び開孔シートの形成材料となる樹脂
としては、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）等のポリオレフィンやポリエ
ステル、ポリアミド、ポリウレタン、ポリスチレン、ポリエチレン－酢酸ビニル共重合体
等が挙げられる。
【００２９】
　但し、後述するように、本発明においては基材層のＪＩＳ　Ｌ１０９４に規定される半
減期測定方法で測定される初期帯電圧が０．３ｋＶ以下である必要があり、基材層として
は、斯かる初期帯電圧の特定範囲を満たしうるものを選択する必要がある。斯かる観点か
ら、基材層としては、多数の開孔が形成されているものが好ましく、特に、基材層を厚み
方向（ナノファイバ層の積層方向）に貫通する多数の開孔（目開き）を有し且つ多数の該
開孔が所定の規則性を持って形成されているものが好ましく、具体的にはメッシュシート
、開孔シートが挙げられ、特にメッシュシートが好ましい。基材層に多数の開孔が所定の
規則性を持って形成されていると、例えば個々の開孔の面積を大きくすることにより、基
材層の初期耐電圧を低下させることができ、目的の低い初期帯電圧を得られやすい。ここ
で、「多数の開孔が所定の規則性を持って形成されている」とは、開孔が１インチあたり
５～４００個、好ましくは１０～２００個形成されており且つこれら多数の開孔が少なく
とも一方向に連続的に又は所定間隔を置いて形成されていることを意味する。例えば、基
材層におけるナノファイバ層の積層面に、１インチあたり５～４００個の多数の開孔が格
子状や千鳥状に形成されている場合は、「多数の開孔が所定の規則性を持って形成されて
いる」といえる。
【００３０】
　本発明のナノファイバシートの主たる特徴の一つとして、基材層のＪＩＳ　Ｌ１０９４
に規定される半減期測定方法で測定される初期帯電圧が０．３ｋＶ以下である点が挙げら
れる。このような、初期耐電圧が低い低帯電性基材層は、帯電しにくいため、低帯電性基
材層上にエレクトロスピニング法によって常法に従ってナノファイバ層を形成した場合、
ナノファイバが低帯電性基材層上で電気的に弾かれることが少なく、低帯電性基材層上の
所望の位置にナノファイバを精度よく堆積させることが可能となる。従って、低帯電性基
材層を用いてナノファイバ層を形成することで、低坪量のナノファイバ層を形成する場合
であっても、ナノファイバの分布が均一でムラの無いナノファイバ層が得られる。基材層
のＪＩＳ　Ｌ１０９４に規定される半減期測定方法で測定される初期帯電圧は、好ましく
は０．０１～０．３ｋＶである。初期帯電圧は次のようにして測定される。
【００３１】
＜初期帯電圧の測定方法＞
　基材層の初期帯電圧は、ＪＩＳ　Ｌ１０９４の帯電性試験方法に規定される半減期測定
方法に従い、オネストメーター（シシド静電気社製、型番Ｈ－０１１０）を用いて、２３
℃、５０％ＲＨの環境下で測定する。初期帯電圧の測定は、基材層におけるナノファイバ
層の積層面について実施する。測定条件は次の通り。印加電圧：１０ｋＶ、印加電極と試
料間の距離：１５mm、受電圧部と試料間の距離：１５mm。
【００３２】
　基材層のＪＩＳ　Ｌ１０９４に規定される半減期測定方法で測定される初期帯電圧を０
．３ｋＶ以下にする方法としては、例えば、１）基材層の表面抵抗率を低下させる、２）
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基材層に帯電防止剤及び／又は導電性物質を含有させる、３）基材層に開孔が形成されて
いる場合、特に、該基材層を厚み方向に貫通する多数の開孔（目開き）が所定の規則性を
持って形成されている場合（例えばメッシュシートを用いた場合）は、その開孔の面積等
を調整する（大きくする）、等の方法が挙げられる。前記１）～３）の方法は組み合わせ
てもよい。
【００３３】
　前記１）の初期帯電圧の低下方法に関し、基材層の表面抵抗率を低下させる方法として
は、例えば、基材層に制電加工を施す方法が挙げられる。制電加工方法としては、一般的
に、繊維に界面活性剤等の制電加工剤を含有させて該繊維に親水性を付与することで、静
電気の発生や繊維の帯電を防止する加工が挙げられる。具体的には、制電加工剤を用いる
方法、コロナ放電を用いる方法、プラズマを用いる方法等が挙げられる。制電加工剤とし
ては、例えば、アニオン系界面活性剤、カチオン系界面活性剤、ノニオン系界面活性剤、
カーボンブラック等が挙げられ、これらの制電加工剤の１種以上を基材層（ナノファイバ
層の積層面）に所定量塗布あるいは含浸することにより、目的の表面抵抗率に調整するこ
とが可能である。
【００３４】
　基材層（ナノファイバ層の積層面）の表面抵抗率は、好ましくは１０12Ω以下、更に好
ましくは１０6～１０10Ωである。表面抵抗率は次のようにして測定される。
【００３５】
＜表面抵抗率の測定方法＞
　サンプルを測定環境下で安定化させるため、２３℃、５０％ＲＨの環境下でサンプルを
４時間放置した後に、サンプルの表面低効率の測定を行う。ＪＩＳ　Ｋ６２７１の６項に
規定される２重リング法による方法で５００Ｖの電圧で測定する。表面低効率の測定には
ADVANTEST社製の表面抵抗計Ｒ８３４０を用いることができる。
【００３６】
　前記２）の初期帯電圧の低下方法に関し、帯電防止剤としては、例えば花王株式会社製
エレクトロストリッパー等が挙げられ、導電性物質としては、例えばカーボンブラック等
が挙げられ、これらの１種以上を基材層に含有させることができる。
【００３７】
　前記３）の初期帯電圧の低下方法に関し、多数の開孔（目開き）が所定の規則性を持っ
て形成されている基材層（例えばメッシュシート）は、次のような構成のものが好ましい
。
　基材層における個々の開孔の面積は、好ましくは０．００１ｍｍ2以上、更に好ましく
は０．００２～５ｍｍ2である。
　基材層の開孔率（１平方インチ当たりの空間面積／１平方インチ）は、好ましくは３０
％以上、更に好ましくは５０～９０％である。
　基材層における開孔の数は、１インチあたり５～４００個、好ましくは１０～２００個
である。個々の開孔の面積、開孔率、及び開孔の数は顕微鏡で観察し、画像から直接読み
取ることで求めることができる。
　開孔の平面視における形状は、特に限定されず、例えば円形、楕円形、四角形、菱形等
とすることができる。
【００３８】
　本発明のナノファイバシートは、例えばエレクトロスピニング法を用い、平滑な基板の
表面にナノファイバを堆積させてナノファイバ層を形成することで好適に製造することが
できる。図１には、エレクトロスピニング法を実施するための装置３０が示されている。
エレクトロスピニング法を実施するためには、シリンジ３１、高電圧源３２、導電性コレ
クタ３３を備えた装置３０が用いられる。シリンジ３１は、シリンダ３１ａ、ピストン３
１ｂ及びキャピラリ３１ｃを備えている。キャピラリ３１ｃの内径は１０～１０００μｍ
程度である。シリンダ３１ａ内には、ナノファイバの原料となる高分子化合物の溶液が充
填されている。この溶液の溶媒は、高分子化合物の種類に応じ、水若しくは有機溶媒、又
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は水及び水と相溶性のある有機溶媒の混合溶媒とする。高電圧源３２は、例えば１０～３
０ｋＶの直流電圧源である。高電圧源３２の正極はシリンジ３１における高分子溶液と導
通している。高電圧源３２の負極は接地されている。導電性コレクタ３３は、例えば金属
製の板であり、接地されている。シリンジ３１におけるニードル３１ｃの先端と導電性コ
レクタ３３との間の距離は、例えば３０～３００ｍｍ程度に設定されている。図１に示す
装置３０は、大気中で運転することができる。運転環境に特に制限はなく、温度２０～４
０℃、湿度１０～５０％ＲＨとすることができる。
【００３９】
　シリンジ３１と導電性コレクタ３３との間に電圧を印加した状態下に、シリンジ３１の
ピストン３１ｂを徐々に押し込み、キャピラリ３１ｃの先端から高分子化合物の溶液を押
し出す。押し出された溶液においては、溶媒が揮発し、溶質である高分子化合物が固化し
つつ、電位差によって伸長変形しながらナノファイバを形成し、導電性コレクタ３３に引
き寄せられる。このとき、導電性コレクタ３３の表面に基材層（図示せず）となるべきシ
ート（例えばメッシュシート）を配置しておくことで、該基材層の表面にナノファイバを
堆積させることができる。このようにして形成されたナノファイバは、その製造の原理上
は、無限長の連続繊維となる。なお、中空のナノファイバを得るためには、例えばキャピ
ラリ３１ｃを二重管にして芯と鞘に相溶し合わない溶液を流せばよい。
【００４０】
　このようにして得られたナノファイバシートは、例えばヒトの皮膚、非ヒト哺乳類の皮
膚や歯、枝や葉等の植物表面等に付着させて用いることができる。この場合、ナノファイ
バ層を対象物の表面に付着させるのに先立ち、該表面を液状物で湿潤状態にしておくこと
が好ましい。そうすることによって、表面張力の作用を利用して、ナノファイバ層を対象
物の表面に首尾良く付着させることができる。対象物の表面を湿潤状態にすることに代え
て、ナノファイバ層の表面を液状物で湿潤状態にしてもよい。
【００４１】
　対象物の表面を湿潤状態にするためには、例えば各種の液状物を該表面に塗布又は噴霧
すればよい。塗布又は噴霧される液状物としては、ナノファイバ層を付着させる温度にお
いて液体成分を含み、且つその温度における粘度（Ｅ型粘度計を用いて測定される粘度）
が５０００ｍＰａ・ｓ程度以下の粘性を有する物質が用いられる。そのような液状物とし
ては、例えば水、水溶液及び水分散液等の水系液体、並びに非水系溶剤、その水溶液及び
その分散液等が挙げられる。また、Ｏ／ＷエマルションやＷ／Ｏエマルション等の乳化液
、増粘性多糖類等をはじめとする各種の増粘剤で増粘された液等も挙げられる。具体的に
は、ナノファイバ層（ナノファイバシート）を例えば化粧料として用い、ヒトの肌に付着
させる場合には、対象物である肌の表面を湿潤させるための液体として、化粧水や化粧ク
リームを用いることができる。
【００４２】
　本発明のナノファイバシートは、ナノファイバ層と基材層とが積層されて積層シートに
なっており、使用に際しては、ナノファイバ層側の面を対象物の表面と対向させて、ナノ
ファイバシートを該表面に当接させる。その後、基材層をナノファイバ層から剥離除去す
ることで、ナノファイバ層のみを対象物の表面に転写して付着させることができる。この
方法によれば、剛性が低く取り扱い性が良好とは言えないナノファイバ層を、対象物の表
面に首尾良く付着させることができる。
【００４３】
　本発明のナノファイバシートは、ナノファイバ層を構成するナノファイバが基材層上に
均一に分布しているため、外観が良好であり、また各種用途に好適に使用でき、例えばナ
ノファイバに各種機能剤を含有させた場合には、当該機能剤の作用による効果が安定的に
得られる。機能剤としては、例えば、ビタミンＣ等の美白成分、グリセリン等の保湿成分
等が挙げられ、これらの１種を単独で又は２種以上を組み合わせて用いることができる。
【００４４】
　本発明のナノファイバシートは、例えば、美容の目的のための肌美白シート、シミ・シ
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ワ隠しシート、シート状ファンデーション、ポイントメイクシート等の各種化粧料に好適
に用いられる。
【００４５】
　以上、本発明をその好ましい実施形態に基づき説明したが、本発明は前記実施形態に制
限されない。例えば、図１に示すエレクトロスピニング法においては、形成されたナノフ
ァイバが板状の導電性コレクタ３３上に堆積されるが、これに代えて導電性の回転ドラム
を用い、回転する該ドラムの周面にナノファイバを堆積させるようにしてもよい。
【００４６】
　また、ナノファイバ層は、単層構造でも２層以上の多層構造であってもよい。２層構造
のナノファイバ層は、例えば、前記水溶性高分子化合物の水溶性ナノファイバを含む水溶
性層と、前記水不溶性高分子化合物の水不溶性ナノファイバを含む水不溶性層とから構成
することができる。
【００４７】
　また、ナノファイバ層の表面に接着層を形成して、ナノファイバ層と対象物表面との密
着性を一層向上させてもよい。即ち、本発明のナノファイバシートは、基材層、ナノファ
イバ層及び接着層が順次積層された多層構造を有していてもよい。接着層を構成する接着
剤としては、例えばオキサゾリン変成シリコーンや、アクリル樹脂系、オレフィン樹脂系
、合成ゴム系の粘着剤等が挙げられる。また、接着層は、ナノファイバ層の一面の全面に
亘って連続して（つまりベタで）施されていてもよいが、ナノファイバ層が有する特徴を
最大限発揮させる観点からは、必要最小限の量でもって施されていることが好ましい。こ
の目的のために、接着層は、ナノファイバ層の一面上に不連続に形成されていることが好
ましい。接着層を不連続に形成する態様としては、例えば（ｉ）ナノファイバ層上に接着
剤を散点状に分散配置して接着層を形成する態様や、（ii）ナノファイバ層上にナノファ
イバ状の接着剤を堆積させて接着層を形成する態様などが挙げられる。
【実施例】
【００４８】
　以下、実施例により本発明を更に詳細に説明する。しかしながら本発明の範囲は、かか
る実施例に制限されない。特に断らない限り、「％」は「質量％」を意味する。
【００４９】
〔実施例１〕
　高分子化合物としてプルラン（水溶性高分子化合物、林原商事（株）製）を用い、これ
をイオン交換水に溶解し、濃度１５％のエレクトロスピニング（ＥＳ）用溶液を得た。こ
のＥＳ用溶液を用い、図１に示す装置によって、通気性を有する基材層となるべきメッシ
ュシート（東京スクリーン株式会社製のポリエチレンテレフタレートメッシュ、商品名：
ボルティングクロス　テトロンT-No.120T）の表面にナノファイバ層を形成し、ナノファ
イバ層及び基材層の２層構造からなるナノファイバシートを得た。ナノファイバの製造条
件は次のとおりである。印加電圧：２７ｋＶ、キャピラリ－コレクタ間距離：１８５ｍｍ
、水溶液吐出量：１ｍｌ／ｈ、製造環境：２８℃、３６％ＲＨ。このようにして得られた
実施例１のナノファイバシートにおけるナノファイバ層の厚みは３０μｍ、ナノファイバ
の太さは３００～６００ｎｍであった。
【００５０】
〔実施例２並びに比較例１～３〕
　実施例１において、基材層として下記表１に示すものを用いた以外は、実施例１と同様
にしてナノファイバシートを得た。各実施例及び比較例で得られたナノファイバシートに
おけるナノファイバ層の厚みは３０μｍ、ナノファイバの太さは３００～６００ｎｍであ
った。
【００５１】
　各実施例及び比較例で用いた基材層は下記の通り。
・実施例１（メッシュシート）：東京スクリーン株式会社製のポリエチレンテレフタレー
トメッシュ（商品名：ボルティングクロス　テトロンT-No.120T）であり、開孔（目開き
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）の平面視における形状は四角形であり、開孔率は５２％、開孔の数は１インチあたり１
２０個。
・実施例２（メッシュシート）：東京スクリーン株式会社製のポリエチレンテレフタレー
トメッシュ（商品名：ボルティングクロス　テトロンT-No.80T）であり、開孔（目開き）
の平面視における形状は四角形であり、開孔率は４７％、開孔の数は１インチあたり８０
個。
・比較例１（スパンボンド不織布）：構成繊維はポリエチレンテレフタレート繊維、坪量
１６ｇ／ｍ2。
・比較例２（ＯＡ紙）：構成繊維はパルプ、厚み１００μｍ。
・比較例３（ポリエチレンテレフタレートフィルム）：厚み２５μｍ。
【００５２】
〔評価〕
　実施例及び比較例で得られたナノファイバシートについて、以下の方法で、ナノファイ
バ層におけるナノファイバの均一性について評価した。その結果を下記表１に示す。
【００５３】
〔ナノファイバの均一性〕
　ナノファイバシートにおけるナノファイバ層の表面を目視で観察し、下記評価基準に従
って評価する。
　○：ナノファイバの分布にムラがなく、ナノファイバが基材層におけるナノファイバ層
の積層面上に均一に付着している。
　×：基材層におけるナノファイバ層の積層面全体にナノファイバが付着しているが、ナ
ノファイバの分布に細かいムラが見られる。
　××：基材層におけるナノファイバ層の積層面において、ナノファイバが付着している
部分と付着していない部分とが存在し、ナノファイバの分布に大きなムラが見られる。
【００５４】
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【表１】

【００５５】
　表１に示す結果から明らかなように、各実施例で得られたナノファイバシートは、ナノ
ファイバ層においてナノファイバが均一に分布していてムラが無く、外観的に良好であっ
た。これに対し、各比較例のナノファイバシートは、基材層のＪＩＳ　Ｌ１０９４に規定
される半減期測定方法で測定される初期帯電圧が０．３ｋＶを超えているため、ナノファ
イバの分布にムラがあり、外観的に各実施例のナノファイバシートに劣る結果となった。
【符号の説明】
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【００５６】
３０　装置
３１　シリンジ
３２　高電圧源
３３　導電性コレクタ

【図１】
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